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1.令和３年度インセンティブ制度の評価結果について

○インセンティブ制度は、支部ごとの加入者及び事業所の行動等を評価し、その結果に基づき、インセンティブを
付与し、翌々年度の都道府県単位保険料率に反映させる制度で、平成30年度より運用を開始している。

○令和３年度には、成長戦略フォローアップ（令和２年７月17 日閣議決定）を踏まえ、運営委員会及び評
議会から制度の見直しに関するご意見もいただき、インセンティブ制度の見直しを行なった。見直し後のインセン
ティブ制度については、令和４年度実績に基づく令和６年度のインセンティブ保険料率から反映することとなる。

○令和３年度実績については、見直し前の評価指標の実績値に基づき算出を行った。なお、令和３年度実績
に基づく令和５年度のインセンティブ保険料率は、第115回運営委員会（令和４年１月27日開催）でお
示ししたとおり、法令に基づき千分の○・一（0.01％）に引き上げることとなる。
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機密性22.令和3年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績
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2.令和3年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績



機密性2
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2.令和3年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績
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【令和３年度実績評価⇒ 令和５年度保険料率へ反映した場合の試算】

令和5年度保険料率の算出に必要となる令和5年度総報酬額等の見込み額が現時点で未確定であるため、
本試算と令和5年度保険料率に加算・減算される実際の率とは差異が生じることに留意が必要。 加算率0.01
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2.令和3年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績

※1 令和５年度保険料率における後期高齢者支援金相当の保険料率は、令和５年度の後期高齢者支援金及び総報酬額の見込み額を基に算出するが、現時点では未確定であるため、令和３年度決算に
おける後期高齢者支援金相当の保険料率（2.192％）で仮置きしている。
※2 令和５年度保険料率に加算されるインセンティブ保険料率は、令和３年度の総報酬額に0.01％を乗じた額を令和5年度の総報酬額の見込み額で除することにより算出するが、現時点では未確定であるた
め、0.01％で仮置きしている。
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《参考》見直し後の協会けんぽのインセンティブ制度について
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